
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 田や畑でトラクターや田植え機等による作業の後、公道に出る際には、必ず、

タイヤなど機械に付いた泥を落としてから走行するようにしましょう。 

 道路に落ちた大きな泥のかたまりは、自動車やバイク、自転車、歩行者の通

行の妨げになるばかりでなく、滑りやすく交通事故の原因になることもあり、大

変危険です。 

 交通安全、環境美化の面からも、道路に泥を落とさないようにしましょう。 

 万が一、落してしまった場合は、清掃処理していただきますようお願いします。 
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